
クローズアップお知らせ

　
な
お
、
工
事
費
用
が
35
万
円
を

超
え
な
い
場
合
は
そ
の
工
事
費
用

を
限
度
と
し
交
付
し
ま
す
。

⃝�

補
助
対
象
者
の
世
帯
に
満
18
歳

未
満
の
方
ま
た
は
満
65
歳
以
上

の
方
を
含
む

⃝�

補
助
対
象
者
の
世
帯
全
員
の
申

請
時
の
課
税
標
準
額
の
合
計
額

が
3
4
8
万
円
以
下

申
請
期
限
＝
2
0
2
7
年
1
月
29

日（
金
）

　
防
災
ラ
ジ
オ
の
電
波
受
信
料（
月

額
88
円
／
台
）を
、
2
0
2
6
年

度
分
か
ら
廃
止
し
ま
す
。
今
後
は
、

購
入
費
用
の
2
0
0
0
円
の
み
で

防
災
ラ
ジ
オ
を
利
用
で
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
防
災
ラ
ジ
オ
と
は

　
市
か
ら
の
防
災
行
政
無
線
の
放

送
内
容
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
平

常
時
に
は
F
M
・
A
M
ラ
ジ
オ
と

し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象

⃝�

市
内
に
住
所
を
有
す
る
世
帯
主

⃝�

市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
事
業

主
購
入
費
用
＝
1
台
に
つ
き
2
0
0
0

円
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

は
、
購
入
費
用
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

⃝�

生
活
保
護
受
給
者

⃝�

市
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
等
見

守
り
支
援
事
業
利
用
者

⃝�

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
登
録

者
と
同
一
世
帯

申
込
先
＝
防
災
安
全
課
、
市
民
生

活
課

問 

防
災
安
全
課  

℡
0
2
9
9
︲
90
︲
1
1
2
6

防
災
ラ
ジ
オ
電
波
受
信
料
の
廃
止

　
2
0
2
6
年
度
に
創
設
さ
れ

た
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制

度
」
に
よ
り
、
従
来
の
「
医
療
保

険
分
」「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」

「
介
護
保
険
分
」
に
加
え
て
、
新

た
に
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金

分
」
を
課
税
す
る
た
め
、
次
の
と

お
り
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
な

ど
を
改
正
し
ま
し
た
。
被
保
険
者

の
皆
さ
ん
に
は
ご
負
担
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
今
後
も
安
心
し
て
医

療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

ま
た
子
育
て
支
援
策
の
充
実
の
た

め
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問 

国
保
年
金
課  

℡
0
2
9
9
︲
90
︲
1
1
4
2

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
な
ど
を
改
正

改正後　※�介護保険分は、40歳以上65歳未満の方のみ課税

区分 医療保険分 後期高齢者
支援金分

介護保険分
※

子ども・子育
て支援金分

所得割
（所得に応じて） 6.8% 2.7% 2.4% 0.28%

均等割額（18歳以
上、1人当たり） 39,000円 17,000円 18,000円 2,100円

均等割額（18歳未
満、1人当たり） 19,500円 8,500円 — —

18歳以上均等割
額 — — — 100円

賦課限度額 67万円 26万円 17万円 3万円

　
2
0
2
6
年
度
の
軽
減
判
定
所

得
の
算
定
方
法
が
変
更
と
な
り
ま

し
た
。
納
税
通
知
書
を
7
月
中
旬

に
送
付
し
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ

さ
い（
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ

り
納
付
す
る
方
は
、
8
月
上
旬
に

送
付
）。詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

均
等
割
額
5
割
軽
減
世
帯【
変
更
後
】

世
帯
主
・
国
保
加
入
者
の
所
得
金

額
の
合
計
が
、
43
万
円
＋（
給
与

所
得
者
な
ど（
※
）の
数
︲
1
）×

10
万
円
＋
被
保
険
者
数
×
31
万
円

以
下
の
世
帯

均
等
割
額
2
割
軽
減
世
帯【
変
更
後
】

世
帯
主
・
国
保
加
入
者
の
所
得
金

額
の
合
計
が
、
43
万
円
＋（
給
与

所
得
者
な
ど（
※
）の
数
︲
1
）×

10
万
円
＋
被
保
険
者
数
×
57
万
円

以
下
の
世
帯

（
※
）�「
給
与
所
得
者
な
ど
」
は
次

の
方
が
該
当
し
ま
す

⃝�

給
与
の
収
入
金
額
が
55
万
円
を

超
え
る

⃝�

65
歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど
の

収
入
金
額
が
60
万
円
を
超
え
る

⃝�

65
歳
以
上
で
公
的
年
金
な
ど
の

収
入
金
額
が
1
1
0
万
円
を
超

え
る

問 

国
保
年
金
課  

℡
0
2
9
9
︲
90
︲
1
1
4
2

国
民
健
康
保
険
税
軽
減
対
象
世
帯
の
拡
大

　『
保
険
料
免
除
』『
納
付
猶
予
』

　
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、「
保

険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予

制
度（
50
歳
未
満
）」
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

将
来
の
年
金
受
給
権
の
確
保
だ
け

で
な
く
、
病
気
や
事
故
な
ど
に
よ

り
障
害
を
負
っ
た
と
き
に
、
障
害

基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主（
免

除
の
み
）の
前
年
の
所
得
が
、
所

得
基
準
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

が
条
件
で
す
。

申
請
先
＝
国
保
年
金
課
、
市
民
生

活
課
、
年
金
事
務
所

※�

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

産
前
産
後
期
間
免
除
制
度

　
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
で

2
0
1
9
年
2
月
1
日
以
降
に
出

産
し
た
場
合
に
は
、
出
産
前
後
の

一
定
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が

免
除
さ
れ
ま
す
。
出
産
予
定
日
の

6
カ
月
前
か
ら
届
出
が
で
き
ま
す
。

年
金
受
給
額
を
増
や
し
た
い
方
へ

　
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
は
、

定
額
の
保
険
料
に
月
額
4
0
0
円

を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
と
、
老
齢

基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗
せ

さ
れ
ま
す
。

付
加
年
金
額（
年
額
）＝
2
0
0
円

×
付
加
保
険
料
納
付
月
数

※�

国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い

る
方
は
付
加
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し
た
手

続
き

　
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
の

資
格
取
得
・
種
別
変
更
な
ど
、
電

子
申
請
が
で
き
る
手
続
き
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機

構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問 

水
戸
南
年
金
事
務
所  

℡
0
2
9
︲
2
2
7
︲
3
2
7
8

　

 

国
保
年
金
課　
　
　

  

℡
0
2
9
9
︲
90
︲
1
1
4
5

国
民
年
金
の
各
種
手
続
き

　
8
月
1
日
か
ら
ご
使
用
い
た
だ

く
国
民
健
康
保
険
の
「
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
」
ま
た
は
「
資
格
確

認
書
」
を
、
白
色
の
封
筒
で
7
月

17
日（
金
）に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方
に

は
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
を
、

お
持
ち
で
な
い
方
に
は
「
資
格
確

認
書
」
を
交
付
し
ま
す
。

　
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
は

普
通
郵
便
、「
資
格
確
認
書
」
は

簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す
。
発
送

件
数
が
多
い
た
め
、
地
区
に
よ
っ

て
は
到
着
に
時
間
が
か
か
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
簡
易
書
留
は
配
達

時
に
不
在
だ
っ
た
場
合
、
郵
便
受

け
に
「
不
在
連
絡
票
」
が
入
り
ま

す
。
郵
便
局
の
保
管
期
間
内
に
必

ず
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
窓
口
交
付
を
希
望
す
る

方
は
、
7
月
10
日（
金
）ま
で
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
窓
口
で
の
受
け

取
り
は
7
月
17
日（
金
）か
ら
で
す
。

問 

国
保
年
金
課  

℡
0
2
9
9
︲
90
︲
1
1
4
2

国
民
健
康
保
険
の
「
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
」「
資
格
確
認
書
」
を
発
送

　
生
活
環
境
の
改
善
や
公
共
用
水

域
の
水
質
保
全
を
促
進
す
る
た
め
、

下
水
道
に
接
続
す
る
た
め
の
切
り

替
え
工
事
に
対
す
る
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。
な
お
、
補
助
金
制
度

は
2
0
2
6
年
度
末
ま
で
の
予
定

で
す
。
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は

早
期
の
切
り
替
え
工
事
を
ご
検
討

く
だ
さ
い
。
交
付
要
件
な
ど
詳
し

く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

対
象
＝
下
水
道
処
理
区
域
内
に
お

い
て
、
既
設
の
く
み
取
り
便
所
、

ま
た
は
浄
化
槽
の
廃
止
を
伴
う
下

水
道
へ
の
切
り
替
え
工
事
を
お
こ

な
う
個
人
ま

た
は
法
人

（
新
築
工
事

は
対
象
外
）

　
加
算
限
度

額
の
交
付
は
、

次
の
す
べ
て

を
満
た
す
場

合
に
限
り
ま

す
。

申
・
問 
下
水
道
課  

℡
0
2
9
9
︲
90
︲
1
1
5
8

下
水
道
接
続
に
対
す
る
補
助
金

補助額
建築物 補助額 加算限度額

既存の住宅（専用住
宅・併用住宅）

5万円
30万円増改築の住宅（浄化槽な

どの廃止と一体工事）
事務所、店舗、共同
住宅など

加算は
ありません

1819 第459号 2026年7月号


